
嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海

嵯
峨
天
皇
と
空
海
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
書
跡
や
漠
詩
な
ど
唐
風
の
文
物
を
通
し
て
の
交
流
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
唐
か
ら
帰
国
し
、

入
京
を
は
た
し
た
空
海
は
、
大
同
四
年
（
八

0
九）

1
0
月
、
嵯
峨
か
ら
屏
風
二
帖
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
『
世
説
』
（
『
世
説
新
語
』
）

の
文
を
書
い
て
献
上
し
て
い
る
（
『
高
野
大
師
御
広
伝
」
上
、
『
性
霊
集
』
巻
四
）
。
弘
仁
二
年
（
八
―
-
）
六
月
に
は
勅
命
に
よ
り
『
劉

希
夷
集
』
な
ど
を
書
写
進
献
し
、
同
年
八
月
に
は
『
徳
宗
皇
帝
真
跡
』
『
王
陽
詢
真
跡
』
な
ど
を
献
上
し
た
（
『
性
霊
集
」
巻
四
）
。
川
崎

庸
之
氏
は
、
空
海
は
新
来
の
真
言
家
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
唐
土
に
ま
で
名
を
馳
せ
た
知
文
能
筆
の
士
と
し
て
着
目
さ
れ
た
と
し
、
空

海
は
こ
う
し
た
側
面
か
ら
の
貢
献
を
通
し
て
、
急
速
に
宮
廷
と
結
ば
れ
る
機
会
を
つ
く
り
だ
し
た
と
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
嵯
峨
天
皇
は
す
ぐ
れ
た
書
家
・
文
人
と
し
て
だ
け
空
海
を
遇
し
た
の
で
は
な
い
。
薬
子
の
変
後
の
弘
仁
元
年
一

0
月
、
空
海

が
「
国
家
の
奉
為
に
修
法
せ
ん
と
請
う
表
」
を
提
出
す
る
と
、
空
海
が
か
つ
て
平
城
天
皇
に
進
献
し
た
経
巻
•
仏
像
な
ど
を
返
還
し
た
上

で
、
宣
し
て
真
言
の
伝
授
を
許
可
し
た
（
『
性
霊
集
』
巻
四
、
『
高
野
雑
筆
集
」
巻
上
）
。
ま
た
翌
年
一

0
月
に
は
、
空
海
を
乙
訓
寺
に
居

住
さ
せ
て
、
そ
の
修
造
を
命
じ
て
い
る
（
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
上
）
。
弘
仁
七
年
七
月
に
は
高
野
山
に
修
禅
道
場
を
建
立
す
る
こ
と
を
許

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）

は
じ
め
に

西

本

昌

弘



嵯
峨
受
灌
に
関
す
る
研
究
史

皇
へ
の
灌
頂
授
与
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

し
（
『
続
性
霊
集
補
闊
抄
』
巻
九
）
、
同
一

0
年
七
月
に
は
勅
命
に
よ
り
中
務
省
に
住
し
て
修
法
を
行
わ
せ

(
『
高
野
雑
筆
集
』
巻
下
）
、
翌

年
一

0
月
に
は
伝
燈
大
法
師
位
の
｛
辰
筆
位
記
を
授
け
て
い
る
（
『
弘
法
大
師
行
化
記
』
）
。
さ
ら
に
譲
位
直
前
の
弘
仁
―
四
年
正
月
に
は
、

空
海
に
東
寺
を
永
く
預
け
る
と
勅
し
た
（
『
弘
法
大
師
行
化
記
』
）
。
嵯
峨
天
皇
は
桓
武
朝
末
年
に
密
教
や
灌
頂
を
伝
え
た
最
澄
の
存
在
に

留
意
し
な
が
ら
も
、
本
格
的
な
真
言
密
教
を
将
来
し
た
空
海
に
も
注
目
し
、
折
り
に
ふ
れ
て
修
法
や
供
養
を
行
わ
せ
、
ま
た
密
教
修
行
の

一
方
、
空
海
は
弘
仁
一
三
年
（
八
二
二
）
に
平
城
上
皇
に
灌
頂
を
授
け
、
翌
弘
仁
―
四
年
に
嵯
峨
天
皇
に
灌
頂
を
授
け
た
こ
と
が
、
多

く
の
弘
法
大
師
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
近
年
に
お
い
て
は
、
平
城
上
皇
へ
の
灌
頂
授
与
が
一
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
み
で
、
嵯

峨
天
皇
へ
の
灌
頂
授
与
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
請
来
目
録
』
や
「
国
家
の
奉
為

に
修
法
せ
ん
と
請
う
表
」
に
お
い
て
空
海
が
唐
代
の
不
空
の
業
績
を
引
き
な
が
ら
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
皇
帝
や
高
官
に
対
す
る
灌
頂
授

与
は
、
空
海
の
密
教
布
教
に
お
い
て
大
き
な
目
標
と
す
る
も
の
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
平
城
上
皇
の
灌
頂
や
嵯
峨
天
皇
の

灌
頂
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
史
料
を
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
み
る
必
要
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
前
稿
に
お
い
て
、
平
城
上
皇
へ
の
灌
頂
授
与
が
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
述
べ
た
の
で
、
本
稿
で
は
嵯
峨
天

高
野
山
無
量
寿
院
の
得
仁
が
天
保
四
年
(
-
八
三
三
）
に
編
纂
し
た
『
弘
法
大
師
年
譜
』
巻
八
の
弘
仁
―
四
年
（
八
二
三
）
条
に
は
、

是
歳
某
月
日
、
天
皇
於
二
冷
泉
院
泣
予
金
剛
界
灌
頂
一
、
皇
后
大
臣
等
亦
預
焉
云
、

と
あ
り
、
こ
の
年
に
嵯
峨
天
皇
は
冷
泉
院
に
お
い
て
金
剛
界
灌
頂
を
受
け
、
皇
后
・
大
臣
等
も
ま
た
こ
れ
に
預
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

道
場
を
建
設
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

開
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
三
号



ど
う
か
は
不
詳
で
あ
る
。

依
拠
史
料
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
広
伝
」
「
行
化
記
」
「
深
賢
記
」
「
纂
要
」
「
東
要
記
」
「
宗
要
詮
」
な
ど
で
、
冷
泉
院
に
お
い

て
金
剛
界
灌
頂
を
授
け
た
な
ど
の
記
述
は
「
宗
要
詮
」
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
い
く
つ
か
の
弘
法
大
師
伝
の
記
載

か
ら
み
て
も
、
こ
の
「
宗
要
詮
」
の
記
述
は
孤
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
空
海
が
冷
泉
院
に
お
い
て
嵯
峨
天
皇
に
金
剛
界
灌
頂
を
授
け
た
か

こ
の
『
弘
法
大
師
年
譜
』
は
そ
の
後
の
大
師
伝
研
究
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

一
九
ニ
―
年
に
牧
野
信
之
助
氏
は
『
弘
法
大
師
年

譜
』
に
よ
っ
て
、
弘
仁
―
四
年
に
「
更
に
相
次
い
で
聖
上
皇
后
共
に
金
剛
界
の
灌
頂
を
受
け
ら
る
:
あ
り
」
と
書
い
て
い
る
。
弘
法
大
師

一
千
一
百
年
遠
忌
に
あ
た
る
一
九
三
五
年
前
後
に
は
、
空
海
伝
に
関
わ
る
史
料
集
や
研
究
書
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
頃
に
も
嵯

峨
天
皇
が
空
海
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
一
九
三
四
年
刊
の
『
弘
法
大
師
伝
記
集
覧
』
で
は
、
弘
仁
―
四
年
是
歳

条
に
「
是
歳
、
嵯
峨
上
皇
、
大
師
二
随
ヒ
テ
、
箕
言
ノ
法
門
ヲ
受
ケ
サ
セ
給
フ
」
と
い
う
綱
文
を
掲
げ
、
そ
の
あ
と
に
『
弘
法
大
師
行
化

記
』
『
東
要
記
』
『
大
師
御
行
状
集
記
』
「
宗
要
詮
」
な
ど
の
関
係
史
料
を
列
挙
し
て
い
る
。

こ
れ
を
う
け
て
中
村
孝
也
氏
は
、
弘
仁
―
四
年
七
月
、
嵯
峨
天
皇
は
弘
法
大
師
を
高
野
山
よ
り
召
し
て
、
中
務
省
に
属
せ
し
む
こ
と
月

余
（
『
弘
法
大
師
年
譜
』
巻
八
）
、
こ
の
年
大
師
に
よ
り
、
東
寺
に
お
い
て
結
縁
灌
頂
を
受
け
、
三
密
の
法
門
を
修
行
し
た
（
『
弘
法
大
師

行
化
記
』
『
東
要
記
』
）
と
論
じ
た
。
中
村
氏
は
ま
た
、
空
海
は
嵯
峨
皇
后
の
壇
林
皇
后
の
た
め
に
、
弘
仁
―
四
年
一

0
月
、
皇
后
院
に
お

い
て
三
日
三
夜
の
息
災
法
を
修
し
（
『
日
本
紀
略
』
）
、
皇
后
も
後
年
大
師
に
真
言
の
こ
と
を
質
し
た
（
『
元
亨
釈
書
』
）
と
し
、
承
和
八
年
（
八

四
一
）
に
は
皇
后
が
大
師
の
高
弟
実
恵
に
随
っ
て
灌
頂
を
受
け
た
（
『
奉
為
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
）
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
久
野

芳
隆
氏
も
中
村
氏
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
、
『
弘
法
大
師
年
譜
』
に
し
た
が
っ
て
、
弘
仁
―
四
年
に
嵯
峨
天
皇
は
冷
泉
院
に
お
い
て
金
剛

界
灌
頂
を
受
け
た
と
説
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
の
う
ち
、
弘
仁
―
四
年
七
月
に
嵯
峨
天
皇
が
空
海
を
召
し
て
中
務
省
に
住
ま
わ
せ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
『
弘
法
大

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）



④ ③
 

② ①
 

師
年
譜
」
巻
八
の
考
証
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
書
自
身
が
注
記
す
る
よ
う
に
、
空
海
の
中
務
省
寄
住
の
年
代
に
つ
い
て
は
確
証

が
な
い
。
『
弘
法
大
師
伝
記
集
覧
』
は
『
高
野
雑
筆
集
』
巻
上
所
収
書
状
を
根
拠
に
弘
仁
一

0
年
に
か
け
て
お
り
、
近
年
に
お
い
て
も
こ

の
説
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
空
海
伝
研
究
に
お
い
て
は
、
嵯
峨
天
皇
に
対
す
る
灌
頂
授
与
の
事
実
は
認
め
ら
れ

て
い
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
で
は
嵯
峨
の
受
灌
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
管
見
の
限
り
で
は
平
岡
定
海
氏
が
、

唐
の
不
空
に
な
ら
っ
て
空
海
が
宮
中
内
道
場
を
真
言
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
分
脈
の
な
か
で
、
嵯
峨
天
皇
が
空
海
に
よ
り
灌
頂

壇
に
登
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
の
が
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
布
施
浄
海
氏
は
嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
に
つ
い
て
詳
し
い

考
察
を
行
っ
た
。
布
施
氏
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

大
師
の
伝
記
中
に
、
弘
仁
―
四
年
に
嵯
峨
天
皇
に
灌
頂
を
行
い
、
天
皇
ま
た
三
密
法
門
の
修
行
を
し
た
旨
の
記
述
が
あ
る
に
よ
っ
て
、

こ
の
年
に
灌
頂
の
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
。

し
か
し
、
そ
の
所
載
す
る
と
こ
ろ
の
伝
記
（
『
弘
法
大
師
行
化
記
』
『
大
師
御
行
状
集
記
』
『
高
野
贈
大
僧
正
伝
』
『
弘
法
大
師
御
行
状

要
集
』
『
弘
法
大
師
伝
』
）
は
、
大
師
入
定
後
二
五
五
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
良
質
の
史
料
と
は
い
い
が
た
い
。

諸
伝
記
の
説
に
従
え
ば
、
東
寺
（
『
東
要
記
』
）
あ
る
い
は
禁
内
冷
泉
院
に
お
い
て
金
剛
界
の
結
縁
灌
頂
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

嵯
峨
は
こ
の
年
の
四
月
に
淳
和
天
皇
に
譲
位
し
て
上
皇
と
な
り
、
七
月
に
は
勅
し
て
大
師
を
高
野
山
よ
り
召
し
て
中
務
省
に
寓
せ
し
め

た
か
ら
、
こ
れ
ら
が
大
師
に
随
っ
て
入
壇
し
た
と
推
定
す
る
要
件
と
な
ろ
う
が
、
裏
付
け
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
。

嵯
峨
天
皇
入
壇
に
さ
い
し
、
灌
頂
表
白
文
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
今
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
が
、
明
確
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
。

布
施
氏
は
以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
に
つ
い
て
は
裏
付
け
に
乏
し
く
、
今
後
の
研
究
課
題
に
な
ろ
う
と
総
括
し
た
。

布
施
氏
の
考
察
は
関
係
史
料
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
決
め
手
と
な
る
徴
証
が
な
い
と
い
う
結
論
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
問
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平
城
・
嵯
峨
•
天
長
・
承
和
、
以
二
大
師
玉
戸
師
、
受
二
灌
頂
一
尊
重
、
（
下
略
）

と
あ
り
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
•
仁
明
の
四
天
皇
が
空
海
を
師
と
し
て
灌
頂
を
受
け
た
と
い
う
。
『
弘
法
大
師
御
伝
』
は
成
蓮
院
兼
意
の

(13) 

撰
述
で
、
永
久
年
間
（
一
―
一
三
＼
一
―
―
八
）
の
成
立
と
さ
れ
て
き
た
が
、
和
多
秀
乗
氏
は
真
福
寺
本
の
奥
書
に
「
念
仏
余
暇
、
聯
以

折
集
之
、
仁
平
二
年
四
月
十
六
日
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
兼
意
没
後
七
年
の
仁
平
二
年
（
―
-
五
二
）
に
成
立
し
た
と
す
る
。
な
お
、
『
弘

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）

第
一
に
、
『
弘
法
大
師
御
伝
」
巻
下
に
は
、

帝
師
帰
敬

題
の
難
し
さ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
後
、
空
海
に
関
す
る
伝
記
を
著
し
た
渡
辺
照
宏
•
宮
坂
宥
勝
・
加
藤
精
一
•
高
木
肺
元
・
竹
内

(10) 

信
夫
・
頼
富
本
宏
の
各
氏
に
よ
っ
て
も
、
嵯
峨
天
皇
へ
の
灌
頂
授
与
の
こ
と
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
一
方
で
、
嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
を
記
載
す
る
―
二
世
紀
の
空
海
伝
に
つ
い
て
は
、
空
海
没
後
二
五

0
年
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
史
料

で
は
あ
る
も
の
の
、
太
政
官
符
を
広
く
収
集
し
、
客
観
的
な
記
述
に
つ
と
め
る
な
ど
、
空
海
の
生
涯
を
学
問
的
に
復
元
し
よ
う
と
す
る
傾

(11) 

向
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
―
二
世
紀
の
空
海
伝
に
み
え
る
平
城
上
皇
へ
の
灌
頂
授
与
が
、
正
倉
院
の
北

(12) 

倉
出
納
文
書
や
破
璃
装
仮
整
理
文
書
断
片
の
記
載
な
ど
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

二
世
紀
の
空
海
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
け
っ
し
て
軽
視
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
節
を
改
め
て
、
嵯

峨
天
皇
の
灌
頂
に
関
わ
る
弘
法
大
師
伝
以
下
の
史
料
を
洗
い
直
し
て
み
た
い
。

五

弘
法
大
師
空
海
の
伝
記
は
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で
多
数
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
も
―
二
世
紀
に
撰
述
さ
れ
た
弘
法
大
師
伝
の
な

か
に
、
空
海
が
嵯
峨
天
皇
に
灌
頂
を
授
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

弘
法
大
師
伝
に
み
え
る
嵯
峨
天
皇
の
灌
頂



法
大
師
行
状
要
集
』
第
三
に
は
、
「
兼
意
闇
梨
記
云
、
帰
朝
之
後
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
•
仁
明
四
代
所
二
帝
師
一
也
」
と
引
か
れ
て
い
る

の
で
、
兼
意
の
著
作
に
も
『
弘
法
大
師
御
伝
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
、
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
上
に
は
、

（
弘
仁
）
十
四
年
正
月
十
九
日
、
以
二
東
寺
一
永
給
二
大
師
一
、
勅
使
藤
原
朝
臣
良
房
饂
鰐
請
来
法
文
曼
荼
羅
道
具
等
、
井
公
家
奉
書

一
切
経
論
等
、
納
二
大
経
蔵
＿
‘

其
後
、
天
皇
以
二
大
師
五
四
二
師
主
犀
｛
二
灌
頂
一
、
本
朝
天
子
・
上
皇
入
壇
受
法
、
始
レ
自
二
平
城
・
嵯
峨
一
、
依
尊
二
重
大
師
一
也
、

と
あ
る
。
弘
仁
―
四
年
正
月
に
東
寺
を
空
海
に
給
わ
り
、
請
来
の
法
門
や
曼
荼
羅
・
道
具
な
ど
を
東
寺
の
大
経
蔵
に
納
め
た
。
そ
の
後
、

嵯
峨
天
皇
が
空
海
を
師
主
と
し
て
灌
頂
を
受
け
た
、
本
朝
の
天
子
や
上
皇
で
入
壇
し
て
受
法
し
た
の
は
、
平
城
上
皇
と
嵯
峨
天
皇
を
最
初

(15) 

と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
高
野
大
師
御
広
伝
」
は
元
永
元
年
（
一
―
―
八
）
の
成
立
で
、
醍
醐
寺
金
剛
王
院
の
聖
賢
が
撰
述
し
た
。

第
三
に
、
『
弘
法
大
師
行
化
記
』
に
は
、

十
四
年
癸
卯

今
年
、
嵯
峨
天
皇
受
二
灌
頂
於
大
師
一
、
又
修
二
行
三
密
法
門
一
、

と
あ
り
、
弘
仁
―
四
年
に
嵯
峨
天
皇
は
空
海
か
ら
灌
頂
を
受
け
、
ま
た
三
密
法
門
を
修
行
し
た
と
い
う
。
『
弘
法
大
師
行
化
記
』
の
編
者

(17) 

は
藤
原
敦
光
と
さ
れ
て
き
た
か
、
こ
れ
に
は
疑
問
も
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
立
年
代
は
「
大
師
御
入
定
後
約
二
百
八
十
年
頃
」
（
一
―

(18)

（

19) 

一
五
年
頃
）
と
す
る
長
谷
宝
秀
説
と
、
保
安
年
間
（
一
―
二

O
¥
―
―
二
四
）
頃
と
す
る
和
多
秀
乗
説
と
が
存
在
す
る
。
な
お
、
『
弘
法

大
師
行
化
記
裏
書
』
に
は
、
弘
仁
一
三
年
の
平
城
太
上
天
皇
灌
頂
文
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
あ
と
に
、

嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
在
別
弘
仁
十
四
年
也
、

又
有
淳
和
天
皇
之
后
妃
灌
頂
之
事
一
、

隔
西
大
學
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學
論
集
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以
上
、

―
四
年
の
こ
と
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

七

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
弘
仁
―
四
年
に
嵯
峨
太
上
大
后
の
灌
頂
が
行
わ
れ
、
そ
の
と
き
の
灌
頂
文
が
別
に
伝
わ
る
よ
う
に
書
い
て

い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
嵯
峨
大
后
橘
嘉
智
子
が
灌
頂
を
授
け
ら
れ
た
の
は
承
和
八
年
（
八
四
一
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
弘
仁

二
一
世
紀
前
半
頃
の
弘
法
大
師
伝
の
記
載
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
、
弘
仁
―
四
年
に
嵯
峨
天
皇
が
空
海
か
ら

灌
頂
を
授
与
さ
れ
、
そ
の
後
、
三
密
法
門
を
修
行
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
も
注
意
さ
れ
る
の
は
『
高
野

大
師
御
広
伝
』
の
記
述
で
、
空
海
に
東
寺
が
勅
給
さ
れ
た
の
ち
に
、
嵯
峨
天
皇
が
灌
頂
を
受
け
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
本

朝
天
子
・
上
皇
入
壇
受
法
、
始
自
平
城
・
嵯
峨
」
と
あ
る
の
で
、
平
城
が
上
皇
で
最
初
の
灌
頂
例
な
ら
、
嵯
峨
は
天
子
で
最
初
の
灌
頂
例

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
嵯
峨
は
譲
位
す
る
以
前
に
灌
頂
を
受
け
た
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
空
海
が
嵯
峨
天
皇
に
灌
頂
を
授
け
た
と
す
る
記
事
は
、
―
二
世
紀
以
前
の
ど
こ
ま
で
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

寛
治
三
年

(
1
0
八
九
）
に
仁
和
寺
の
経
範
が
編
纂
し
た
『
大
師
御
行
状
集
記
』
に
は
、

〇
奉
レ
授
芦
巾
皇
於
灌
頂
一
条
第
五
十
七

我
朝
天
長
・
弘
仁
等
両
三
帝
、
始
禁
内
一
則
開
二
灌
頂
壇
一
、
受
二
灌
頂
価
〖
二
智
水
一
、
帝
敬
二
道
法
一
之
間
、
自
然
大
師
受
法
帰
依
、

見
二
表
文
＿
‘

と
あ
り
、
淳
和
・
嵯
峨
な
ど
二
、
三
の
皇
帝
が
禁
内
よ
り
は
じ
め
て
灌
頂
壇
を
開
き
、
灌
頂
を
受
け
て
智
水
を
戴
い
た
こ
と
、
皇
帝
が
密

教
を
敬
っ
た
た
め
、
お
の
ず
と
空
海
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
。
嵯
峨
の
灌
頂
授
与
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
一
―

世
紀
後
半
に
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
康
平
三
年

(
1
0
六
0
)
に
東
宮
尊
仁
親
王
（
の
ち
の
後
三
条
天
皇
）
の
命
を
受
け
て
小
野
曼
荼
羅
寺
の
成
尊
が
編
纂
し
た
『
真

言
付
法
纂
要
紗
』
に
は
、

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）



（
弘
仁
）
十
三
年
、
平
城
太
上
天
皇
従
而
受
二
灌
頂
一
、
聖
父
聖
子
受
二
持
仏
戒
一
、
頓
入
二
仏
位
一
、
十
四
年
、
嵯
峨
天
皇
又
受
二
灌
頂
一
、

修
行
三
密
法
門
一
、
従
レ
此
以
後
、
一
人
三
公
敬
レ
之
為
レ
師
、
四
衆
万
民
依
レ
之
接
足
、

と
み
え
、
平
城
上
皇
の
受
灌
頂
と
と
も
に
嵯
峨
天
皇
の
受
灌
頂
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
で
遡
っ
て
、
空
海
が
嵯
峨
天
皇
に
灌
頂
を
授
与
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(21) 

さ
ら
に
、
空
海
没
後
の
承
和
三
年
（
八
三
六
）
、
空
海
の
弟
子
実
恵
が
唐
青
龍
寺
の
義
明
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
空
海
の
真
言
布
教
の

足
跡
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

此
間
法
匠
各
為
矛
楯
一
、
不
―
―
肯
服
贋
へ
十
余
年
間
無
レ
得
二
建
立
一
、
法
水
漸
浸
人
機
吐
レ
芽
、
諸
宗
法
侶
良
家
子
弟
、
灌
頂
受
法
者
、

其
数
梢
賂
、
蕨
後
密
教
之
旨
、
相
尋
上
聞
、
中
使
往
還
、
詔
問
不
レ
絶
、
及
二
天
長
皇
帝
受
レ
譲
践
酢
一
、
瀧
二
掃
禁
閾
一
、
建
二
立
壇
場
[

始
嘗
籾
教
之
甘
露
一
、
稲
発
二
興
隆
之
御
心
一
、
以
二
帝
城
東
寺
ぷ
竺
一
真
言
寺
一
、
以
二
我
和
尚
玉
戸
大
僧
統
へ
固
辞
不
レ
免
、
先
太
上

天
皇
挙
に
呂
灌
頂
、
即
其
第
三
皇
子
卓
高
出
家
入
道
、
天
縦
精
粋
三
密
洞
融
、
既
而
聖
天
后
地
壇
枝
玉
葉
、
公
卿
大
夫
道
俗
男
女
、

不
レ
論
尊
皐
預
二
灌
頂
一
者
、
蓋
以
レ
万
数
、

す
な
わ
ち
、

0
空
海
帰
国
後
一

0
余
年
間
は
他
宗
の
異
議
も
あ
っ
て
、
灌
頂
壇
が
建
立
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
◎
そ
の
後
、
法
水
が
次

第
に
浸
透
し
、
諸
宗
の
僧
侶
や
良
家
の
子
弟
の
灌
頂
受
法
者
が
増
え
て
き
た
こ
と
、
⑤
密
教
の
教
義
が
嵯
峨
天
皇
の
耳
に
も
達
し
、
詔
問

の
使
者
が
往
還
し
た
こ
と
、
⑲
淳
和
天
皇
が
即
位
す
る
と
禁
中
に
壇
場
が
建
立
さ
れ
、
東
寺
を
真
言
の
寺
と
な
し
、
空
海
を
大
僧
都
に
任

命
し
た
こ
と
、
＠
先
太
上
天
皇
（
平
城
上
皇
）
が
宮
を
挙
げ
て
灌
頂
し
、
そ
の
第
三
皇
子
卓
高
（
高
丘
）
も
出
家
し
た
こ
と
、
R
そ
の
後
、

天
皇
・
皇
后
や
皇
族
・
公
卿
な
ど
で
灌
頂
に
預
か
る
者
が
多
数
に
昇
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
嵯
峨
天
皇
の
灌
頂

と
関
わ
っ
て
注
目
す
べ
き
は
合
と
R
で
あ
ろ
う
。
合
に
嵯
峨
は
密
教
の
教
義
に
関
心
を
示
し
、
使
者
を
遣
わ
し
て
た
び
た
び
詔
問
し
た
と

あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
嵯
峨
が
灌
頂
に
預
か
る
動
機
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
平
城
上
皇
が
灌
頂
を
受
け
た
の
ち
、
R
に
天
皇
・

闘
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
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1
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嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
文
と
嵯
峨
太
上
大
后
の
灌
頂
文

九

(22) 

皇
后
な
ど
多
数
が
灌
頂
に
預
か
っ
た
と
あ
る
の
で
、
こ
の
な
か
に
嵯
峨
天
皇
が
含
ま
れ
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
弘
仁
―
四
年
に
嵯
峨
天
皇
が
空
海
か
ら
灌
頂
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
は
‘
―
二
世
紀
の
弘
法
大
師
伝
に
所
見
す
る
だ

け
で
な
く
、
一
―
世
紀
中
葉
の
史
料
に
ま
で
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
空
海
の
没
後
ほ
ど
な
く
書
か
れ
た
実
恵
書
状
に

も
、
嵯
峨
天
皇
が
密
教
の
教
義
に
高
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
平
城
上
皇
が
灌
頂
を
受
け
て
以
来
、
天
皇
・
皇
后
•
皇
族
ら
の
多
数

が
灌
頂
に
預
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
嵯
峨
天
皇
が
空
海
か
ら
灌
頂
を
授
与
さ
れ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
ら

れ
る
。
東
寺
に
伝
わ
る
史
料
を
網
羅
し
て
寺
史
『
東
宝
記
」
を
編
纂
し
た
呆
宝
は
、
『
東
宝
記
」
第
四
に
お
い
て
「
帝
皇
后
宮
」
の
灌
頂

に
関
わ
る
議
論
を
整
理
し
た
の
ち
、

凡
贄
平
城
・
嵯
峨
御
灌
頂
署
、
旧
記
分
明
也
、
淳
和
・
仁
明
井
両
大
后
麟
亨
奉
レ
対
天
師
一
御
灌
頂
事
不
分
明
欺
、

と
書
い
て
い
る
。
南
北
朝
時
代
に
遺
存
し
た
史
料
を
も
と
に
呆
宝
は
、
平
城
と
嵯
峨
の
灌
頂
は
「
旧
記
分
明
」
で
あ
る
と
結
論
し
た
の
で

あ
る
。
前
述
し
た
諸
史
料
の
存
在
か
ら
、
現
在
に
お
い
て
も
同
様
の
結
論
が
成
り
立
ち
う
る
公
算
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

空
海
の
著
作
を
列
挙
し
た
目
録
は
、
仁
和
寺
慈
尊
院
の
済
逼

(
1
0
二
五
＼
一
―
―
五
）
に
よ
る
「
弘
法
大
師
御
作
目
録
」
を
は
じ
め

(23) 

と
し
て
多
数
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
済
逼
の
「
弘
法
大
師
御
作
目
録
」
に
は
、
「
太
上
天
皇
灌
頂
文
一
巻
」
が
み
え
る
だ

け
で
、
聖
賢
の
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
所
載
「
御
作
目
録
」
に
は
平
城
灌
頂
文
も
嵯
峨
灌
頂
文
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
正

覚
房
に
よ
る
「
大
遍
照
金
剛
御
作
書
目
録
」
に
は
、

（
前
略
）
平
城
天
皇
御
灌
頂
文
一
巻
、
嵯
峨
灌
頂
文
一
巻
鱈
鰐
疇
、
御
（
後
略
）

と
あ
り
、
平
城
灌
頂
文
一
巻
と
と
も
に
嵯
峨
灌
頂
文
一
巻
が
姿
を
現
し
て
く
る
。
正
覚
房
の
こ
の
目
録
は
、
「
保
延
三
年
八
月
日
、
依
済

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）



⑧ R 逼
和
尚
井
他
師
説
所
録
」
で
は
じ
ま
る
奥
書
を
も
つ
も
の
で
、
保
延
三
年
（
―
-
三
七
）
に
済
逼
説
と
他
師
説
と
に
依
拠
し
て
著
録
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
「
嵯
峨
灌
頂
文
一
巻
」
に
関
し
て
「
内
題
云
、
御
灌
頂
式
」
と
注
記
す
る
点
で
あ
り
、
済
逼
も
し
く
は

他
師
が
「
嵯
峨
灌
頂
文
」
の
原
本
か
写
本
を
実
見
し
な
が
ら
記
述
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
『
大
師
御
行
状
集
記
』
に
は
、
天
長
・
弘
仁
等
の
両
三
帝
が
灌
頂
を
受
け
、
空
海
に
帰
依
し
た
こ
と
は
「
表
文
に

見
ゆ
」
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
み
え
る
「
表
文
」
は
平
城
灌
頂
文
や
嵯
峨
灌
頂
文
を
さ
す
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
『
東
宝
記
』

を
著
し
た
呆
宝
が
、
平
城
・
嵯
峨
の
灌
頂
に
つ
い
て
は
「
旧
記
分
明
也
」
と
述
べ
た
の
も
、
こ
う
し
た
灌
頂
文
の
存
在
を
前
提
に
し
た
表

現
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(24) 

一
方
、
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
と
い
う
写
本
が
存
在
す
る
。
こ
の
写
本
の
中
身
を
検
討
す
る
と
、

先
師
が
大
同
元
年
（
八

0
六
）
に
帰
国
し
て
以
来
、
今
に
い
た
る
ま
で
「
三
十
六
年
也
」
と
し
て
い
る
点

今
日
の
大
施
主
の
君
は
「
太
皇
太
后
聖
国
母
陛
下
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
点

な
ど
か
ら
、
空
海
没
後
の
承
和
八
年
（
八
四
一
）
に
、
空
海
の
弟
子
実
恵
が
太
皇
太
后
橘
嘉
智
子
（
嵯
峨
天
皇
皇
后
）
に
灌
頂
を
授
け
た

(25)

（加）

さ
い
の
灌
頂
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
東
山
御
文
庫
本
『
一
代
要
記
』
の
仁
明
天
皇
条
に
は
、

〔年〕

（
承
和
）
八
ー
ヽ
辛
酉
‘
朔
旦
冬
至
、
東
寺
長
者
実
恵
僧
都
開
二
結
縁
灌
頂
壇
一
、
大
后
授
戒
入
壇
、

と
あ
り
、
承
和
八
年
に
東
寺
長
者
の
実
恵
が
結
縁
灌
頂
壇
を
開
き
、
こ
の
と
き
に
大
后
橘
嘉
智
子
が
授
戒
入
壇
し
て
い
た
。
『
嵯
峨
太
上

大
后
灌
頂
文
』
は
そ
の
名
称
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
嵯
峨
大
后
橘
嘉
智
子
が
灌
頂
を
受
け
た
さ
い
の
式
文
で
あ
る
。

(27) 

た
だ
し
、
お
茶
の
水
図
書
館
成
簑
堂
文
庫
所
蔵
の
古
写
本
で
は
、
こ
の
灌
頂
文
は
「
嵯
峨
灌
頂
三
昧
耶
式
表
白
」
と
外
題
さ
れ
て
い
る

の
で
、
嵯
峨
太
上
大
后
の
灌
頂
文
と
い
う
よ
り
は
、
嵯
峨
天
皇
自
身
の
灌
頂
文
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

『
弘
法
大
師
行
化
記
裏
書
』
で
は
「
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
在
別
弘
仁
十
四
年
也
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
実
際
に
「
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
」
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峨
天
皇
条
に
、

〔四〕

正
子
内
親
王
母
同
二
正
良

l

、
天
長
ニ
ー
為
直
后
＿
‘

可
能
性
も
存
在
す
る
。

が
弘
仁
―
四
年
の
嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
文
で
あ
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
」
を
「
嵯
峨

灌
頂
文
」
と
誤
解
し
て
空
海
の
御
作
目
録
の
な
か
に
入
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
嵯
峨
天
皇
へ
の
灌
頂
授
与
の
事
実
が
創
作
さ
れ
た
と
い
う

し
か
し
、
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
は
実
恵
の
手
に
な
る
灌
頂
文
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
灌
頂
文
を
一
読
す
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
る
。

こ
れ
を
空
海
の
著
作
と
し
て
御
作
目
録
の
な
か
に
入
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
「
大
遍
照
金
剛
御
作
書
目
録
」
に

よ
る
と
、
「
嵯
峨
灌
頂
文
」
の
内
題
は
「
御
灌
頂
式
」
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
存
す
る
「
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
の
内
題
は
「
奉
為

(28) 

嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
」
で
あ
り
、
両
者
は
一
致
し
な
い
。
「
大
遍
照
金
剛
御
作
書
目
録
」
に
み
え
る
「
嵯
峨
灌
頂
文
一
巻
」
は
や
は
り

灌
頂
文
』

嵯
峨
天
皇
に
対
す
る
灌
頂
授
与
の
さ
い
の
式
文
で
、
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
と
は
別
物
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
大
后
橘
嘉
智
子
の
受
法
灌
頂
と
は
別
に
、
嵯
峨
天
皇
が
灌
頂
を
受
け
た
徴
証
は
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
『
嵯
峨
太
上
大
后

の
内
容
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
に
は
、
橘
嘉
智
子
の
親
族
に
関
わ
る
具
体
的
な

記
述
が
み
ら
れ
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
思
レ
之
尚
悲
、
第
四
第
五
公
主
等
蓮
露
不
レ
消
二
朝
陽
一
者
、
褻
二
戒
珠
於
此
タ
―
」
と

あ
る
の
は
、
大
后
の
第
四
と
第
五
の
公
主
（
皇
女
）
が
甍
去
し
た
こ
と
を
示
す
。
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
五
年
―
二
月
庚
戌
条
に
、

芳
子
内
親
王
甍
、
嵯
峨
太
皇
大
后
所
レ
誕
第
五
皇
女
也
、
依
二
大
后
旨
一
、
停
二
監
護
使
一
、

と
あ
る
よ
う
に
、
嵯
峨
大
后
の
第
五
皇
女
は
芳
子
内
親
王
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
日
本
紀
略
」
天
長
三
年
六
月
甲
辰
条
に
「
俊
子
内
親
王
甍
、

太
上
天
皇
皇
女
也
」
と
あ
り
、
嵯
峨
上
皇
の
皇
女
で
あ
る
俊
子
内
親
王
が
天
長
三
年
（
八
二
六
）
六
月
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
『
本
朝
皇

胤
紹
運
録
』
は
俊
子
内
親
王
の
母
を
「
大
原
氏
」
、
芳
子
内
親
王
の
母
を
「
文
屋
氏
」
と
す
る
が
、
東
山
御
文
庫
本
『
一
代
要
記
』
の
嵯

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）



秀
子
内
親
王
母
同
上
、
嘉
祥
三
ー
ニ
月
廿
五
日
甍
、
大
原
浄
子
、

俊
子
内
親
王
母
阿
上
、
天
長
三
ー
六
月
甍
、

芳
子
内
親
王
母
凹
上
、
承
和
五
ー
十
二
月
甍
、

と
あ
る
の
で
、
俊
子
内
親
王
・
芳
子
内
親
王
と
も
正
子
内
親
王
と
同
じ
く
大
后
橘
嘉
智
子
の
皇
女
で
あ
っ
た
と
み
て
問
題
な
い
。
『
続
日

本
後
紀
」
が
芳
子
内
親
王
を
嵯
峨
太
皇
太
后
の
第
五
皇
女
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
俊
子
が
第
四
皇
女
、
芳
子
が
第
五
皇
女
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
大
后
橘
嘉
智
子
が
承
和
八
年
に
実
恵
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
背
景
に
は
、
天
長
三
年
と
承
和
五
年
に
そ
れ
ぞ
れ
皇
女
を
失

っ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
に
は
橘
嘉
智
子
の
身
辺
に
関
わ
る
具
体
的
な
記
述
が
み
ら
れ
興
味
深
い
が
、
さ
ら
に
注
目
す

べ
き
は
承
和
八
年
に
は
嵯
峨
上
皇
が
い
ま
だ
存
命
中
で
、
嵯
峨
に
関
す
る
記
述
も
こ
の
灌
頂
文
中
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
嵯
峨
は
翌

承
和
九
年
七
月
に
没
す
る
。
そ
の
嵯
峨
上
皇
が
い
ま
だ
灌
頂
を
受
け
て
い
な
い
と
す
る
と
、
大
后
の
橘
嘉
智
子
だ
け
が
灌
頂
を
受
け
る
と

は
考
え
に
く
い
。
橘
嘉
智
子
が
嵯
峨
存
命
中
の
承
和
八
年
に
実
恵
か
ら
灌
頂
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
自
体
、
嵯
峨
が
す
で
に
灌
頂
を

受
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
『
奉
為
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
の
な
か
で
は
、
灌
頂
の
功
徳
を
述
べ
た
箇
所
に
、

太
上
国
后
太
后
一
、
蓮
華
菩
薩
扶
二
右
手
一
、

以
―
―
此
上
善
玉
戸
厳
一
弘
仁
聖
帝
一
、
扮
陽
楽
無
レ
極
、
姑
射
遊
有
レ
常
、
奉
レ
廻
二
此
会

金
剛
菩
薩
携
左
手
一
、
砒
麿
遮
那
仏
助
一
法
身
一
、

と
み
え
、
こ
の
上
善
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
弘
仁
聖
帝
が
仙
界
に
遊
ぶ
さ
ま
を
述
べ
、
こ
う
し
た
法
会
を
太
后
に
も
廻
ら
せ
る
よ
う
に
記

し
て
い
る
。
こ
れ
は
嵯
峨
上
皇
が
灌
頂
を
受
け
て
い
な
い
の
に
、
嘉
智
子
大
后
だ
け
が
灌
頂
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
は
な

い
。
嵯
峨
は
や
は
り
承
和
八
年
以
前
に
灌
頂
を
受
け
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
と
す
れ
ば
、
先
述
し
た
諸
史
料
が

い
う
よ
う
に
、
嵯
峨
は
弘
仁
―
四
年
に
空
海
か
ら
灌
頂
を
授
与
さ
れ
た
と
い
う
の
が
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
み
な
す
の
が
穏
当
と
い
う
こ
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述
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
東
山
御
文
庫
本
『
一
代
要
記
』
は
弘
安
年
中
(
―
二
七
八
＼
八
八
）
に
成
立
し
、
そ
の
後
、
鎌
倉

時
代
末
期
ま
で
書
き
継
が
れ
た
も
の
で
、
成
立
年
代
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
東
山
御
文
庫
本
『
一
代
要
記
』
の
記

事
に
は
、
『
扶
桑
略
記
』
や
『
扶
桑
略
記
』
が
典
拠
と
し
た
「
帝
王
系
図
」
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
確
か
な
も
の
が
少
な
く
な
い
と
い
わ

(29) 

れ
る
。
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
『
扶
桑
略
記
』
の
弘
仁
か
ら
承
和
に
か
け
て
の
巻
に
は
、
平
城
上
皇
や
嵯
峨
天
皇
・
橘
嘉
智
子
ら
の
灌
頂

の
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
「
扶
桑
略
記
』
は
―
二
世
紀
前
半
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
、
多
く
の
弘
法
大

師
伝
と
時
期
的
に
は
変
わ
ら
な
い
が
、
大
師
伝
以
外
の
書
物
に
も
嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
が
明
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

東
山
御
文
庫
本
『
一
代
要
記
』
の
④
は
、
空
海
が
東
大
寺
に
真
言
院
を
建
て
た
の
ち
、
平
城
上
皇
が
空
海
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
と
類
似
し
た
構
文
で
、
⑤
が
弘
仁
―
四
年
正
月
に
空
海
に
東
寺
を
勅
給
し
、
東
寺
長
者
に
任
命
し
た
の
ち
、
嵯
峨
天
皇
が

空
海
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
と
書
い
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。
嵯
峨
が
灌
頂
を
受
け
た
の
は
在
位
中
と
も
譲
位
後
と
も
考
え
ら
れ
、
灌
頂

を
授
与
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
も
、
東
寺
・
冷
然
院
・
高
雄
山
寺
な
ど
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
④
と
⑤
の
書
法
か
ら
み
た
場
合
、

嵯
峨
一
代
の
在
位
中
で
弘
仁
十
四
年
正
月
の
東
寺
勅
給
の
の
ち
、
東
寺
に
お
い
て
灌
頂
を
授
け
ら
れ
た
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
は
な
か

① 
東
山
御
文
庫
本
『
一
代
要
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
、
平
城
上
皇
・
嵯
峨
天
皇
・
橘
嘉
智
子
の
三
人
の
灌
頂
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
。

④
 

⑥
 

弘
法
大
師
依
レ
勅
建
真
言
院
於
東
大
寺
一
、
平
城
上
皇
随
―
―
弘
法
大
師
一
受
―
―
灌
頂
二
嵯
峨
天
皇
弘
仁
―
二
年
条
）

正
月
十
九
日
、
弘
法
大
師
為
東
寺
長
者
一
ヽ
五
十
、
真
言
宗
僧
五
十
人
令
下
住
二
東
寺
盛
ず
中
真
言
三
蔵
」
天
皇
随
二
弘
法
大
師
五
茎
―
灌

頂
＿
（
嵯
峨
天
皇
弘
仁
―
四
年
条
）

東
寺
長
者
実
恵
僧
都
開
結
縁
灌
頂
壇
一
、
大
后
授
戒
入
壇
（
仁
明
天
皇
承
和
八
年
条
）

東
山
御
文
庫
本
『
一
代
要
記
』
は
平
城
上
皇
の
受
灌
頂
を
弘
仁
―
二
年
の
こ
と
と
誤
っ
て
い
る
が
、
こ
の
三
人
の
受
灌
頂
を
と
も
に
記

と
に
な
る
。

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）



ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
高
野
大
師
御
広
伝
」
が
弘
仁
―
四
年
正
月
に
東
寺
を
空
海
に
給
わ
り
、
請
来
の
法
門
や

曼
荼
羅
・
道
具
な
ど
を
東
寺
の
大
経
蔵
に
納
め
た
の
ち
、
嵯
峨
天
皇
が
空
海
を
師
主
と
し
て
灌
頂
を
受
け
た
、
本
朝
の
天
子
や
上
皇
で
入

壇
し
て
受
法
し
た
の
は
、
平
城
上
皇
と
嵯
峨
天
皇
が
最
初
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
の
が
注
目
さ
れ
る
。
空
海
に
東
寺
が
勅
給
さ
れ
、
灌
頂

儀
式
に
必
要
な
曼
荼
羅
や
法
具
な
ど
が
東
寺
に
移
さ
れ
た
の
ち
、
嵯
峨
天
皇
は
最
初
の
天
皇
灌
頂
と
し
て
空
海
か
ら
灌
頂
を
授
与
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
嵯
峨
天
皇
が
空
海
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
が
乏
し
く
、
今
後
の
研
究
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
空
海
の
生
涯
を
学
問
的
に
復
元
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
―
二
世
紀
の
弘
法
大
師
伝
に
、
弘
仁
―
四
年
に
嵯
峨
天
皇
が
空

海
か
ら
灌
頂
を
授
け
ら
れ
た
と
の
記
載
が
み
え
、
こ
う
し
た
記
述
は
一
―
世
紀
後
半
の
弘
法
大
師
伝
に
も
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で

の
実
恵
書
状
に
も
、
嵯
峨
が
空
海
に
た
び
た
び
密
教
の
教
義
を
尋
ね
て
い
た
こ
と
、
平
城
上
皇

き
る
。
ま
た
、
承
和
三
年
（
八
三
六
）

の
受
灌
頂
以
後
、
天
皇
・
皇
后
ら
が
多
く
空
海
の
灌
頂
に
預
か
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
嵯
峨
天
皇
が
空
海
か
ら
灌
頂
を

二
、
空
海
の
著
作
目
録
に
は
「
嵯
峨
天
皇
灌
頂
文
一
巻
」
が
み
え
る
。

灌
頂
を
授
け
た
さ
い
の
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
と
い
う
写
本
が
現
存
す
る
。
こ
の
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
を
嵯
峨
天
皇
の
灌

頂
文
と
誤
解
し
、
著
作
目
録
に
「
嵯
峨
天
皇
灌
頂
文
」
と
し
て
収
録
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
実
恵
の
著
作
を
空
海
の
著
作
と
誤
解

す
る
可
能
性
は
低
く
、
現
存
す
る
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
の
内
題
は
、
空
海
の
著
作
目
録
に
伝
え
ら
れ
る
「
嵯
峨
灌
頂
文
一
巻
」

受
け
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

闊
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
三
号

一
方
、
承
和
八
年
（
八
四
一
）
に
実
恵
が
嵯
峨
大
后
橘
嘉
智
子
に

―四



に
灌
頂
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

の
「
御
灌
頂
式
」
と
い
う
内
題
と
異
な
る
か
ら
、
両
書
は
別
個
の
灌
頂
文
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

一五

三
、
橘
嘉
智
子
が
実
恵
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
承
和
八
年
に
は
嵯
峨
天
皇
が
存
命
中
で
あ
っ
た
か
ら
、
嵯
峨
が
灌
頂
を
受
け
て
い
な
い
の
に
、

妻
后
の
橘
嘉
智
子
だ
け
が
灌
頂
を
受
け
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
は
灌
頂
の
功
徳
を
説
明
し
て
、
弘

仁
聖
帝
が
仙
界
に
遊
ぶ
よ
う
な
境
地
を
大
后
に
も
廻
ら
せ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
、
嵯
峨
天
皇
は
承
和
八
年
以
前
に
す
で

四
、
東
山
御
文
庫
本
『
一
代
要
記
』
に
は
、
平
城
上
皇
・
嵯
峨
天
皇
・
橘
嘉
智
子
の
三
人
の
灌
頂
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
記
事
は
『
扶
桑
略
記
』
の
現
存
し
な
い
巻
に
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
信
憑
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
一

代
要
記
』
や
「
高
野
大
師
御
広
伝
」
の
書
き
ぶ
り
か
ら
み
て
、
弘
仁
―
四
年
正
月
に
空
海
が
嵯
峨
天
皇
か
ら
東
寺
を
給
わ
り
、
灌
頂
儀

式
に
用
い
る
曼
荼
羅
や
法
具
を
東
寺
に
搬
入
し
た
の
ち
、
東
寺
に
お
い
て
空
海
か
ら
灌
頂
を
授
与
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
嵯
峨
天
皇
と
空
海
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
書
跡
や
漢
詩
な
ど
新
来
の
文
物
を
め
ぐ
る
交
流
を
重
視
し
、

嵯
峨
は
知
文
能
筆
の
士
と
し
て
の
空
海
に
着
目
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
嵯
峨
は
高
雄
山
寺
で
の
修
法
を
許
可

し
た
り
、
高
野
山
を
修
禅
道
場
と
し
て
給
わ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
空
海
の
密
教
布
教
に
対
し
て
も
一
定
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
私

見
に
よ
る
と
、
弘
仁
―
二
年
に
空
海
が
真
言
五
祖
像
を
修
復
し
、
龍
猛
•
龍
智
二
像
を
新
造
し
て
七
祖
像
を
整
備
す
る
さ
い
に
は
、
嵯
峨

の
朝
廷
は
こ
れ
に
全
面
的
な
支
援
を
行
い
、
嵯
峨
は
空
海
か
ら
送
ら
れ
た
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』
二
巻
に
目
を
通
し
、
龍
猛
•
龍
智

(30) 

二
像
の
讃
文
な
ど
を
書
い
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
承
和
三
年
の
実
恵
書
状
に
、
嵯
峨
天
皇
が
使
者
を
遣
わ
し
て
密
教
の
教
義
を
た
び

た
び
空
海
に
尋
ね
た
と
あ
る
の
も
、
嵯
峨
が
空
海
の
も
た
ら
し
た
密
教
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、

嵯
峨
天
皇
が
密
教
の
修
行
に
不
可
欠
の
灌
頂
を
受
法
す
る
可
能
性
は
高
い
。

思
う
に
書
跡
や
漠
詩
な
ど
の
文
物
は
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
の
思
想
が
唐
代
に
流
行
し
た
神
仙
思
想
で

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）



あ
る
。
『
凌
雲
集
』
以
下
の
勅
撰
漢
詩
集
に
お
け
る
嵯
峨
天
皇
の
詩
風
に
は
隠
者
へ
の
憧
憬
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
嵯
峨
上
皇
が
住
む
こ
と

(31) 

に
な
る
冷
然
院
や
嵯
峨
院
の
名
称
の
背
景
に
は
、
神
仙
や
隠
者
の
棲
む
山
水
へ
の
憧
れ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
弘
仁
―
四
年
四
月

も
て
あ
そ

に
お
け
る
嵯
峨
の
譲
位
時
の
心
境
に
つ
い
て
、
『
日
本
紀
略
』
同
年
四
月
辛
亥
条
が
「
山
水
に
託
せ
て
百
年
を
送
り
、
琴
書
を
翫
び
て
一

生
を
了
ら
ん
と
思
欲
り
す
」
と
述
べ
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
七
月
丁
未
条
が
「
一
林
の
風
、
素
心
の
愛
む
と
こ
ろ
な
り
。
無
位
無

号
に
し
て
、
山
水
に
詣
り
て
逍
遥
し
、
無
事
無
為
に
し
て
、
琴
書
を
翫
び
て
濯
泊
な
ら
ん
と
思
欲
り
す
」
と
語
る
よ
う
に
、
嵯
峨
天
皇
の

念
願
は
山
水
に
逍
遥
し
て
琴
書
の
世
界
に
浸
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

翻
っ
て
考
え
る
と
、
密
教
に
お
け
る
灌
頂
の
授
与
も
こ
う
し
た
神
仙
世
界
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
『
嵯
峨
太
上
大
后

灌
頂
文
』
が
灌
頂
の
功
徳
に
つ
い
て
神
仙
世
界
に
遊
ぶ
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
に
お

(32) 

け
る
灌
頂
儀
礼
に
は
山
水
屏
風
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
、
灌
頂
と
神
仙
思
想
と
の
関
わ
り
を
傍
証
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
書
跡
や
漠
詩

の
世
界
に
通
じ
、
そ
の
分
野
で
空
海
と
交
流
し
た
嵯
峨
天
皇
は
、
そ
の
背
景
に
共
通
し
て
流
れ
る
神
仙
思
想
を
通
し
て
、
密
教
の
教
義
に

(33) 

も
関
心
を
も
ち
、
ま
た
密
教
の
悟
り
に
い
た
る
儀
礼
た
る
灌
頂
に
預
か
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
嵯
峨
天
皇
と
空
海

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
書
跡
や
漢
詩
な
ど
新
来
の
文
物
だ
け
を
切
り
離
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
密
教
を
も
含
め
た
唐
代
の
思
想

世
界
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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)

川
崎
庸
之
「
平
安
文
化
の
形
成
」
（
『
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崎
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之
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集
』
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学
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版
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、
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八
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、
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収
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十
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岡
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（
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史
の
研
究
』
吉
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弘
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年
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二
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。
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仏
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史
学
研
究
』
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、
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師
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目
次
に
「
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る
。
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多
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乗
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法
大
師
御
伝
」
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』
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、
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群
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』
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、
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会
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九
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(16)
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谷
宝
秀
編
『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
（
前
掲
注

(13)
参
照
）
八
一
頁
。

(17)

和
多
秀
乗
「
弘
法
大
師
行
化
記
」
（
「
群
書
解
題
」
第
四
巻
上
、
続
群
書
類
従
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成
会
、
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九
六
一
年
）
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谷
宝
秀
注

(16)
編
著
八
二
頁
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(19)

和
多
秀
乗
注

(17)
論
文
。

(20)
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記
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『
東
宝
記
』
第
四
の
「
帝
皇
后
宮
於
東
寺
御
灌
頂
事
」
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項
に
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さ
れ
、
『
弘
法
大
師
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集
』
第
三
に
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る
。

(21)

『
弘
法
大
師
御
伝
』
巻
下
、
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弘
法
大
師
行
化
記
』
下
な
ど
に
引
用
。

(22)

長
谷
宝
秀
「
大
師
伝
に
関
す
る
諸
問
題
」
（
『
密
宗
学
報
』
ニ
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九
、

一
九
三
二
年
）
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I
八
頁
は
、
実
恵
書
状
中
の
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聖
天
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」
の
な
か
に
嵯
峨

一
九
七

0
年
に
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野
山
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学
密
教
文
化
研
究
所
の
編
纂
で
増
補
版



帝
も
淳
和
帝
も
含
ま
れ
る
と
み
て
い
る
。

(23)

こ
れ
ら
の
御
作
目
録
類
は
『
弘
法
大
師
全
集
』
第
五
輯
（
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
、
一
九
六
六
年
増
補
三
版
）
に
集
成
さ
れ
て
い
る
。
三
昧

耶
戒
や
灌
頂
に
関
す
る
書
目
に
つ
い
て
は
、
苫
米
地
誠
一
「
『
秘
密
三
昧
耶
仏
戒
儀
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
智
山
学
報
』
三
八
、
一
九
八
九
年
）
二
八
頁
の

一
覧
表
を
参
照
し
た
。

(24)

『
弘
法
大
師
全
集
』
第
四
輯
（
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
、
一
九
六
五
年
増
補
三
版
）
、
『
増
補
改
訂
日
本
大
蔵
経
』
第
八
四
巻
（
財
団
法
人
鈴
木

学
術
財
団
、
一
九
七
六
年
）
な
ど
に
所
収
。

(25)

『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
が
実
恵
に
よ
る
太
皇
太
后
橘
嘉
智
子
へ
の
灌
頂
文
で
あ
る
こ
と
は
、
『
東
宝
記
』
第
四
に
お
い
て
呆
宝
が
指
摘
し
て
お
り
、

安
水
九
年
(
-
七
八

0
)
に
『
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
』
が
板
行
さ
れ
た
さ
い
に
、
附
言
に
お
い
て
動
潮
が
「
此
書
実
恵
大
徳
著
述
也
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
2
6
)小
口
雅
史
・
小
倉
慈
司
•
石
田
実
洋
・
大
塚
統
子
校
注
『
一
代
要
記
』
一
（
続
神
道
大
系
朝
儀
祭
祀
編
、
二

0
0
五
年
）
に
よ
る
。

(27)

川
瀬
一
馬
編
著
『
新
修
成
賀
堂
文
庫
善
本
目
録
』
（
石
川
文
化
事
業
財
団
お
茶
の
水
図
書
館
、
一
九
九
二
年
）
―

1
0
頁
。
こ
の
古
写
本
は
長
寛
三
年

（
一
―
六
五
）
二
月
二
五
日
に
勧
修
寺
西
明
院
で
書
写
し
た
と
の
奥
書
を
も
つ
。

(28)

お
茶
の
水
図
書
館
所
蔵
成
簑
堂
文
庫
本
『
嵯
峨
灌
頂
三
昧
式
表
白
』
の
内
題
は
「
奉
為
嵯
峨
太
上
大
后
灌
頂
文
」
で
あ
り
、
高
野
山
大
学
図
書
館
架

蔵
持
明
院
寄
託
本
『
奉
為
嵯
峨
太
上
天
后
灌
頂
文
』
（
四
三
九
—
四
カ
持
一
）
の
内
題
も
同
様
で
あ
る
。

(29)

今
江
廣
道
「
一
代
要
記
に
つ
い
て
ー
東
山
御
文
庫
本
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
―
一
、
一
九
五
九
年
）
三
五
ー
三
六
頁
、
小
口
雅
史
ほ

か
「
解
題
」
(
『
-
代
要
記
』
一
、
前
掲
注

(25)
参
照
）
一
四
頁
。

(30)

西
本
昌
弘
「
真
言
五
祖
像
の
修
復
と
嵯
峨
天
皇
」
（
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
三
八
、
二

0
0
五
年
）
。

(
3
1
)波
戸
岡
旭
「
嵯
峨
天
皇
御
製
の
詩
境
」
（
『
上
代
漠
詩
文
と
中
国
文
学
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
九
年
）
、
遠
藤
慶
太
「
後
院
の
名
称
—
冷
泉
・
嵯
峨
の
語

義
を
め
ぐ
る
覚
害
ー
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
二
五
、
二

0
0
0
年）。

(32)

小
林
市
太
郎
「
山
水
屏
風
の
研
究
」
（
『
小
林
市
太
郎
著
作
集
』
第
五
巻
、
淡
交
社
、
一
九
七
四
年
）
、
村
重
寧
「
灌
頂
用
具
と
し
て
の
山
水
屏
風
」
（
『
美

術
史
』
七
四
、
一
九
六
九
年
）
、
千
野
香
織
「
神
護
寺
蔵
『
山
水
屏
風
』
の
構
成
と
絵
画
史
的
位
置
」
（
『
美
術
史
』
一
〇
六
、
一
九
七
九
年
）
。

(33)

波
戸
岡
旭
注

(31)
論
文
は
、
嵯
峨
天
皇
の
御
製
に
は
隠
者
へ
の
憧
憬
と
と
も
に
仏
門
へ
の
傾
斜
が
読
み
取
れ
、
仏
教
的
悟
り
の
世
界
を
詠
お
う
と

す
る
作
品
群
が
主
流
を
な
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

開
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
三
号

ノ＼



〔
付
記
〕
高
野
山
大
学
図
書
館
架
蔵
本
の
調
査
に
さ
い
し
て
は
、
同
大
学
の
武
内
孝
善
氏
お
よ
び
同
図
書
館
の
田
寺
則
彦
氏
に
お
世
話
に
な
り
、
お
茶
の
水

図
書
館
所
蔵
成
賓
堂
文
庫
本
の
調
査
に
さ
い
し
て
は
、
同
図
書
館
の
岡
本
佳
之
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
申
し
述
べ
た
い
。
本
稿

は
平
成
十
七
＼
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究

(
C
)

一
般
）
「
高
野
山
伝
存
史
料
か
ら
見
た
弘
仁
・
天
長
両
皇
帝
の
時
代
」
（
研
究
代
表

者
西
本
昌
弘
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

嵯
峨
天
皇
の
灌
頂
と
空
海
（
西
本
）

一九


